
 

町内３団体と応急対策の協力に関する協定を締結 

 

平成２１年２月１７日、役場３階会議室で「災害時における応急対策の協力に関す

る協定書合同手交式」が行われ、ながぬま農業協同組合（内田和幸代表理事組合長）、

長沼町商工会（岩城榮市会長）、長沼町建設業協会（平田昌之会長）とそれぞれ協定

が取り交わされました。 

 
目的  

災害が発生した場合、相互に協力し、町民生活の早期安定を図ることを目的として

おります。 

 
協定内容  

●ながぬま農業協同組合 
（１）物資の供給及び運搬 

（２）団体等のボランティア活動 

 

●長沼町商工会 

（１）物資の供給及び運搬 

（２）団体等のボランティア活動 

 

●長沼町建設業協会 

（１）応急･復旧工事に必要な人員の派遣及び資機材、車両等の提供 

（２）仮設工事に必要な人員の派遣及び資機材、車両等の提供 

（３）前各号に定めるほか、支援、協力できる事項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


